
 
 

 

社労連第 174 号   

令和２年３月 31 日  

 

都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 

全国社会保険労務士会連合会   

会 長   大 野   実   

（ 公 印 省 略 ） 

  

電子申請による届出にかかる取り扱いについて、「電子申請における事業主及び

被保険者の電子署名の省略について」の一部改正について及び社会保険労務士

の電子申請における雇用保険関係手続に係る事業主の電子署名の省略について 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当連合会の事業運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省年金局事業管理課長から、別紙１のとおり令和２年３月 19

日付事務連絡「電子申請による届出にかかる取り扱いについて」により、別紙

２のとおり同日付事務連絡「「電子申請における事業主及び被保険者の電子署名

の省略について」の一部改正について」により、同省職業安定局雇用保険課長

から、別紙３のとおり令和２年３月 31 日付職保発 0331 第４号「社会保険労務

士の電子申請における雇用保険関係手続に係る事業主の電子署名の省略につい

て」により周知依頼がございました。 

 つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではござい

ますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、本件は連合会ホームページの会員専用ページに掲載しておりますこと 

を申し添えます。 

謹 白  

（担当：業務部企画・広報課 企画係）  



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 19 日 

全国社会保険労務士会連合会会長 殿 

厚生労働省年金局事業管理課長 

電子申請による届出にかかる取扱いについて 

 標記について、別添のとおり日本年金機構事業企画部門担当理事及び日本年金機構事業

管理部門担当理事あて通知しましたので、お知らせいたします。 

別紙１



 
年管管発 0319 第１号 

令 和 ２ 年 ３ 月 19 日 

 

日本年金機構 

事業企画部門担当理事 殿 

事業管理部門担当理事 殿 
   

厚生労働省年金局事業管理課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
電子申請による届出にかかる取扱いについて 

 
「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律施行規則の一部を改正する省令」（令和元年厚生労働省令第 80 号）が令和元年 12 月

13日に公布され、電子申請における認証方式について、令和２年４月よりこれまでの電子

証明書に加え、ＧビズＩＤ（経済産業省が提供する、事業者向けの共通的な認証システム

（法人共通認証基盤）をいう。以下同じ。）も利用できることとなったところである。 

ついては、下記のとおり取扱うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。 
  

記 
 
１．ＧビズＩＤを利用した電子申請の活用 

年金関係手続においては、令和２年４月１日より、以下の届書について、ＧビズＩＤ

を利用した電子申請による届出を可能とすること。 

  ①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届 

  ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70 歳以上被用者不該当 

   届 

  ③健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70 歳以上被用

者算定基礎届 

  ④健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70 歳以上被用者月

額変更届 

  ⑤健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70 歳以上被用者賞与支

払届 

  ⑥健康保険被扶養者（異動）届/国民年金第３号被保険者関係届 

  ⑦国民年金第３号被保険者関係届 

 

２．ＧビズＩＤに対応した届書作成プログラムの提供開始等について 
 日本年金機構ホームページにおいて公開している「届書作成プログラム」に申請機能

を追加し、令和２年４月１日より、提供を開始すること。 
 ※ 同日以降、同プログラム又は市販ソフトウェア等により作成した届書データ（Ｃ

ＳＶ形式）について、マイナポータルを通じて、ＧビズＩＤ又は公的個人認証（マ

イナンバーカード）を用いた認証による電子申請が可能となる。 

AYOQY
テキスト ボックス
別添




事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ３ 月 19 日 

全国社会保険労務士会連合会会長 殿 

厚生労働省年金局事業管理課長 

「電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について」の一部改正について 

 標記について、別添のとおり日本年金機構事業企画部門担当理事及び日本年金機構事業

管理部門担当理事あて通知しましたので、お知らせいたします。 

別紙２



 
年管管発 0319 第２号 

令 和 ２ 年 ３ 月 19 日 

 

 
日本年金機構 
事業企画部門担当理事 殿 
事業管理部門担当理事 殿 

   
厚生労働省年金局事業管理課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

「電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について」の一部改正について 
 
電子申請における、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することがで

きる書類（以下「代行証明書」という。）をもって電子署名を省略することができる取扱い

については、平成 26 年７月７日年管管発第５号（以下「平成 26 年通知」という。）（別添

１）により取り扱ってきたところであるが、令和２年４月１日より、経済産業省が提供する、

法人番号を活用し一つのＩＤパスワードで複数の行政サービスにアクセスできる認証システ

ム（以下「ＧビズＩＤ」という。）による電子申請が開始されることから、下記のとおり取

扱いを改めることとしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。 
 なお、本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済みであることを申し添

える。 
 

記 
 
１．代行証明書の具体例の変更 
   平成 26 年通知中３（４）アを別紙のとおり改める。 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AYOQY
テキスト ボックス
別添




 

別紙 

 

「電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について」（平成 26 年７月７日年管管発 0707 第５号、年国発 0707 第１号） 

 

新 旧 対 照 表 

改 正 後 現 行 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について 

（略） 

 

記 

１～２ （略） 

３（１）～（３） （略） 

（４）代行証明書等の様式 

  ア 代行証明書の様式は、別添２のとおりであり、ＧビズＩＤによる電

子申請の場合においては、社会保険労務士証票の写しの貼付が必要で

あるので、受付の際は留意すること。 

なお、令和２年３月 31日より前に使用されていた改正前の別紙２の

様式については、委託に変更がない限り、令和２年４月１日以降も引

き続き当該様式を使用して社会保険労務士に係る電子証明書により電

子申請ができること。 

 

イ （略） 

４ （略） 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について 

（略） 

 

記 

１～２ （略） 

３（１）～（３） （略） 

（４）代行証明書等の具体例 

ア 代行証明書の具体例は、別紙１、２のとおりであること。 

 

 

 

 

 

 

 

イ （略） 

４ （略）   

 

 



 
 

年管管発０７０７第５号 

年 国 発０７０７第１号 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 

 

 

日本年金機構事業管理部門担当理事 殿 

 

 厚生労働省年金局事業管理課長 

（公 印 省 略）  

厚生労働省年金局国際年金課長 

（公 印 省 略）    

 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について 

 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略については、これまで「社会保険

労務士の電子申請における事業主の電子署名の省略について」（平成 20 年 6 月 23 日付け庁

保険発第0623001号・社業発第13号社会保険庁運営部企画課長・医療保険課長・年金保険課

長・社会保険業務センター総務部長連名通知）及び「電子申請における被保険者の電子署名

の省略について」（平成 21 年 3 月 18 日付け庁保険発第 0318001 号社会保険庁総務部総務課

長・運営部年金保険課長連名通知）により実施してきたところであるが、今後は、日本年金

機構の定める電子申請が可能な手続すべてについて下記のとおり取り扱うこととしたので、

その実施について遺漏なきよう取り計らわれたい。社会保障協定関係の手続についても下記

のとおり取り扱うこととすることを念のため申し添える。 

これに伴い、「社会保険労務士の電子申請における事業主の電子署名の省略について」及

び「電子申請における被保険者の電子署名の省略について」は廃止する。 

なお、本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済であり、別途通知して

いること、また、全国健康保険協会には保険局保険課より別途通知されることを申し添え

る。 

 

記 

 

１ 事業主が提出する届書等について 

事業主が提出する届書等に係る手続を社会保険労務士が代行する場合は、社会保険労務

士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類（以下「代行証明書」と

いう。）を当該届書等と併せて電子データとして送信することをもって、当該事業主の電

子署名に代えることを可能とする。 

 

 

 

 

 

別添１【改正前】 



 
２ 被保険者が事業主を経由して提出する届書等について 

被保険者が事業主を経由して提出する届書等に係る手続をする場合は、被保険者本人が

作成した、事業主を代理人とする旨（社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合

は、当該社会保険労務士を復代理人とする旨も含む。）の委任状を当該届書等と併せて電

子データとして送信することをもって、当該被保険者の電子署名に代えることを可能とす

る。 

    

３ 実施方法 

（１）電子データの形式 

電子データの形式は、ＪＰＥＧ（拡張子：jpg）又は、ＰＤＦ（拡張子:pdf）とするこ

と。 

（２）原本の保存 

届書等、代行証明書及び委任状の原本（紙届書等）については、事業主又は社会保

険労務士において提出後２年間（健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）

第 34条、船員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第５号）第20条及び厚生年金保険

法施行規則（昭和29年厚生省令第37号）第 28条に定める法定保存期限）保存するこ

と。 

（３）年金事務所等における事務処理について 

日本年金機構は、年金事務所等における電子申請の受付時に、代行証明書や委任状

の添付を確認すること。 

（４）代行証明書等の具体例 

ア 代行証明書の具体例は、別紙１、２のとおりであること。 

イ 委任状の具体例は、別紙３のとおりであること。 

（５）届書等の様式への注記 

電子申請が可能な届書等については、当該届書等の「記入方法」欄等に、電子申請

による届出が可能であること、及び社会保険労務士が提出代行する場合に代行証明書

や委任状を添付することにより事業主や被保険者の電子署名を省略することができる

ことを追記すること。 

当面の間は、当該記載のない届書等も使用可能とするが、できる限り速やかに対応

すること。 
 

４ 実施時期 

  １から３までの措置は、平成２６年７月８日申請分から実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
年管管発０７０７第５号 

年 国 発０７０７第１号 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 

（改正：令和２年３月 19 日年管管発 0319 第２号） 

 

 

日本年金機構事業管理部門担当理事 殿 

 

 

 厚生労働省年金局事業管理課長 

（公 印 省 略）  

厚生労働省年金局国際年金課長 

（公 印 省 略）    

 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略について 

 

電子申請における事業主及び被保険者の電子署名の省略については、これまで「社会保険

労務士の電子申請における事業主の電子署名の省略について」（平成 20 年 6 月 23 日付け庁

保険発第0623001号・社業発第13号社会保険庁運営部企画課長・医療保険課長・年金保険課

長・社会保険業務センター総務部長連名通知）及び「電子申請における被保険者の電子署名

の省略について」（平成 21 年 3 月 18 日付け庁保険発第 0318001 号社会保険庁総務部総務課

長・運営部年金保険課長連名通知）により実施してきたところであるが、今後は、日本年金

機構の定める電子申請が可能な手続すべてについて下記のとおり取り扱うこととしたので、

その実施について遺漏なきよう取り計らわれたい。社会保障協定関係の手続についても下記

のとおり取り扱うこととすることを念のため申し添える。 

これに伴い、「社会保険労務士の電子申請における事業主の電子署名の省略について」及

び「電子申請における被保険者の電子署名の省略について」は廃止する。 

なお、本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済であり、別途通知して

いること、また、全国健康保険協会には保険局保険課より別途通知されることを申し添え

る。 

  

記 

 

１ 事業主が提出する届書等について 

事業主が提出する届書等に係る手続を社会保険労務士が代行する場合は、社会保険労務

士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類（以下「代行証明書」と

いう。）を当該届書等と併せて電子データとして送信することをもって、当該事業主の電

子署名に代えることを可能とする。 

 

 

 

 

【改正後】 



 
２ 被保険者が事業主を経由して提出する届書等について 

被保険者が事業主を経由して提出する届書等に係る手続をする場合は、被保険者本人が

作成した、事業主を代理人とする旨（社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合

は、当該社会保険労務士を復代理人とする旨も含む。）の委任状を当該届書等と併せて電

子データとして送信することをもって、当該被保険者の電子署名に代えることを可能とす

る。 

    

３ 実施方法 

（１）電子データの形式 

電子データの形式は、ＪＰＥＧ（拡張子：jpg）又は、ＰＤＦ（拡張子:pdf）とするこ

と。 

（２）原本の保存 

届書等、代行証明書及び委任状の原本（紙届書等）については、事業主又は社会保

険労務士において提出後２年間（健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）

第 34条、船員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第５号）第20条及び厚生年金保険

法施行規則（昭和29年厚生省令第37号）第 28条に定める法定保存期限）保存するこ

と。 

（３）年金事務所等における事務処理について 

日本年金機構は、年金事務所等における電子申請の受付時に、代行証明書や委任状

の添付を確認すること。 

（４）代行証明書等の様式 

平成 26 年通知中３（４）アを以下のとおりとする。 
  ア 代行証明書の様式は、別添２のとおりであり、ＧビズＩＤによる電子申請の場

合においては、社会保険労務士証票の写しの貼付が必要であるので、受付の際は

留意すること。 
なお、令和２年３月 31 日より前に使用されていた改正前の別紙２の様式につ

いては、委託に変更がない限り、令和２年４月１日以降も引き続き当該様式を使

用して社会保険労務士に係る電子証明書により電子申請ができること。 

    イ 委任状の具体例は、別紙３のとおりであること。 

（５）届書等の様式への注記 

電子申請が可能な届書等については、当該届書等の「記入方法」欄等に、電子申請

による届出が可能であること、及び社会保険労務士が提出代行する場合に代行証明書

や委任状を添付することにより事業主や被保険者の電子署名を省略することができる

ことを追記すること。 

当面の間は、当該記載のない届書等も使用可能とするが、できる限り速やかに対応

すること。 
 

４ 実施時期 

  １から３までの措置は、平成２６年７月８日申請分から実施。 

 

  



 
 

 

 

提出代行に関する証明書（個別委託用） 

 

平成  年  月  日 

 

 

○社会保険労務士事務所名称                        

 

 

○事務所所在地                              

 

 

○登録番号 

 

 

○社会保険労務士氏名                           

 

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく下記の届書等の提出代行事務を委託していることを証

します。 

 

記 

 

【委託事項】 

（具体的な申請書等の名称を記入する。） 

 

 

【委託期間】 

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

 

以上 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                           ○印    

 

 

 

  

        

別紙１（令和２年３月 31日廃止） 



 

 

提出代行に関する証明書（継続委託用） 

 

令和  年  月  日 

 

 

○社会保険労務士事務所名称                        

 

 

○事務所所在地                              

 

 

○登録番号 

 

 

○社会保険労務士氏名                           

 

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく届書等の提出代行事務を委託していることを証します。 

 また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行うことに同意し

ます。 

 

以上 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                           ○印    

 

 

社 会 保 険 

労  務  士 

記  入  欄 

 この証明書は、今般の届書等の提出に関する手続において有効である

ことを証します。 

         氏名                  ○印    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

別紙２（令和２年３月 31日新規申請終了） 





 
 

提出代行に関する証明書 

 

令和  年  月  日 

 

○社会保険労務士事務所所在地                            

 

○社会保険労務士事務所名称                             

 

○社会保険労務士氏名                                

 

○登録番号         

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく届書等の提出代行事務を委託していることを証します。 

 また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行うことに同意し

ます。 

以上 

 

○事業所所在地                                  

 

○事業所名称                                   

 

○事業主氏名                               ○印    

 

社 会 保 険 

労  務  士 

記  入  欄 

 この証明書は、今般の届書等の提出に関する手続において有効であることを証します。 

          

氏名                  ○印    

 

 

 

        

G ビズ ID による申請の場合、 

社会保険労務士証票コピー貼付（表

面） 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 

 

G ビズ ID による提出の場合は、 

社会保険労務士証票コピー貼付（裏

面） 

※記載がある場合のみ 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 

別添２ 



職保発 0331第４号 

令和２年３月 31日 

全国社会保険労務士会連合会会長 殿 

厚生労働省職業安定局雇用保険課長 

社会保険労務士の電子申請における雇用保険関係手続に係る 

事業主の電子署名の省略について 

日頃から、雇用保険行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきましては、平成 20年６月 23日付け「社会保険労務士の電子申請におけ

る社会保険及び雇用保険関係手続に係る事業主の電子署名の省略について」（職保発

0623001号、庁文発第 0623002号。以下、「平成 20年通知」という。）により、お知ら

せしているところですが、令和２年４月１日から、経済産業省が提供する、一つのＩ

Ｄパスワードで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム（以下、「Ｇビズ

ＩＤ」という。）を活用した電子申請サービスが開始され、「厚生労働省の所管する法

令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を

改正する省令」（令和元年厚生労働省令第 80号）に基づき、これまでの電子証明書に

加えてＧビズＩＤも利用可能となることから、令和２年４月１日以降の取扱いを下記

のとおり改めることとしましたので、貴連合会の御協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

なお、これに伴い、平成 20年通知は廃止いたします。 

記 

１ 対象手続 

対象となるのは、社会保険労務士が、電子申請により事業主の提出代行を行う

雇用保険関係手続です。 

別紙３



２ 社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができるも

のについて 

事業主の電子署名の代替となり得る「社会保険労務士が事業主の提出代行者で

あることを証明することができるもの」とは、委任状、契約書等の名称にかかわ

らず、事業主が自らの申請書等の提出に関する手続を自らに代わって当該社会保

険労務士に行わせることとしていることが明らかであるもの（以下「証明書」と

いう。）をいいます。 

なお、電子申請に添付する証明書（電磁的記録化されたもの）は、必ずしも印

影の赤色が確認できるものでなく、白黒のもので差し支えありません。 

 

３ 証明書の具体例について 

証明書は、その内容から、有効なものであることを明確に判断できるものでな

ければなりません。 

証明書の具体例は、別紙１のとおりであり、ＧビズＩＤによる電子申請の場合

においては、社会保険労務士証票の写しの貼付が必要です。 

なお、令和２年４月１日以降に証明書の新規交付を行う場合は、別紙１の様式

によることとなりますが、令和２年３月 31 日より前に使用されていた別紙２の

様式については、委託に変更がない限り、令和２年４月１日以降も引き続き当該

様式を使用して社会保険労務士に係る電子証明書により電子申請ができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

提出代行に関する証明書 
 

令和  年  月  日 
 

○社会保険労務士事務所所在地                            

 

○社会保険労務士事務所名称                             

 

○社会保険労務士氏名                                

 

○登録番号        

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく届書等の提出代行事務を委託していることを証します。 

 また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行うことに同意し 

ます。 

以上 

 

○事業所所在地                                 

 

○事業所名称                                  

 

○事業主氏名                              ○印    

 

社 会 保 険 

労  務  士 

記  入  欄 

 この証明書は、今般の届書等の提出に関する手続において有効であることを証します。 

          

氏名                 ○印     

 

 

        

 

 

 

 

 

Gビズ IDによる申請の場合、 

社会保険労務士証票コピー貼付（表

面） 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 

（別紙１） 

 

 

 

 

 

Gビズ IDによる申請の場合、 

社会保険労務士証票コピー貼付（裏

面） 

※記載がある場合のみ 

※電子証明書による申請の場合は、貼

付不要 



（別紙２） 

提出代行に関する証明書（継続委託用） 

 

平成  年  月  日 

 

 

○社会保険労務士事務所名称                        

 

○事務所所在地                              

 

○登録番号  

 

○社会保険労務士氏名                           

 

 

私は、上記の者に、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務を委託している

ことを証します。 

また、私の署名に代わり、この証明書をもって、上記の者が提出代行して電子申請を行う

ことに同意します。 

 

以上 

 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                            ○印   

 

 

 

 社 会 保 険 

労 務 士 

記 入 欄 

この証明書は、今般の申請書等の提出に関する手続において有効である

ことを証します。 

氏名                  ○印    

        

 

令和２年３月 31日をもって新規交付終了 



厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
趣
旨
等
）

（
趣
旨
等
）

第
一
条

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ

れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
等
を
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
条
か
ら

第
九
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理

組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又

は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
（
告
示
を

含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並
び
に

地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び
規
程

に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ

れ
、
又
は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
等
を
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条

か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
厚
生
労

働
省
の
所
管
す
る
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
く
手
続
等
（
法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）を
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

２

行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
行
政
機
関
等
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
厚
生
労

働
省
の
所
管
す
る
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
く
手
続
等
（
法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）を
、
電
子
情
報

処
理
組
織
又
は
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、他
の
法
令（
告

示
を
含
む
。）、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
手
続
等
が
他
の
法
令
（
法

律
及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
り
電
磁
的
記
録
の
み
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
六
条
及
び

第
七
条
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中

「
書
面
等
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
」
と
、

第
四
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中
「
記
載
す
べ
き
」

と
あ
る
の
は
「
記
録
す
べ
き
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び

規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
条

か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
手
続
等
が
他
の
法
令
（
法
律

及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
記
録
の
み
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
条
及
び
第

四
条
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
三
項

中
「
書
面
等
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
記
録
」と
、

第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中
「
記
載
す

べ
き
」
と
あ
る
の
は
「
記
録
す
べ
き
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
申
請
等
が
行

わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
で
あ
っ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
接
続
し
た
際
に
当
該
行
政
機
関
等

か
ら
付
与
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
常
に
稼
働
さ

せ
ら
れ
る
機
能
（
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
付
与
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。）を
備
え
て
い

る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

（
申
請
等
の
入
力
事
項
等
）

（
申
請
等
の
入
力
事
項
等
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ

り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）及
び
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
に
当
た
り
必
要
な
事
項
と
し

て
行
政
機
関
等
が
入
力
を
求
め
る
事
項
を
、
前
条

に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ

り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項

（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）及
び
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
に
当
た
り
必
要
な
事
項
と
し

て
行
政
機
関
等
が
入
力
を
求
め
る
事
項
を
、
同
項

に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
等
が
定
め
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、及
び
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
当
該
申
請
等
に
つ

き
規
定
し
た
法
令
（
告
示
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
等
又
は
電
磁

的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き

事
項
を
、あ
わ
せ
て
入
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
行
政
機
関
等
は
、
当
該
申
請
等
に
つ

き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ

れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載

す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
を
、
あ
わ
せ

て
入
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、
行
政
機
関
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
接
続
で
き
る
機
能
及
び
接
続
し
た
際
に
当
該

行
政
機
関
等
か
ら
付
与
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正

常
に
稼
働
さ
せ
ら
れ
る
機
能
（
当
該
行
政
機
関
等

か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
付
与
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。）

を
備
え
た
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
機
関
等
は
、
申
請
等
を
行
う
者
が
、
前
項

に
規
定
す
る
事
項
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
法
第
十
一
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）に
は
、
当
該
申
請

等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
（
法
律
及
び
政
令
を

除
き
、
告
示
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

行
政
機
関
等
は
、
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
二

項
に
規
定
す
る
事
項
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等

に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
（
法
律
及
び
政
令
を
除

き
、
告
示
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

４

（
略
）

５

（
略
）

５

法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
当
該
手

数
料
を
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
者
が

手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り

当
該
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
者
が

法
令
（
法
律
及
び
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
手
数
料
を
納
付
す

（
電
子
署
名
等
）

（
電
子
署
名
等
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を

要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電

子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

明
書
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を

要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電

子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証

明
書
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請

等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
法

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
そ
の
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請

等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
そ
の
申

請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
の
入
力
並
び
に
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特

徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し

た
符
号
そ
の
他
の
申
請
等
を
行
う
者
を
認
証
す
る

た
め
の
符
号
（
以
下
「
生
体
認
証
符
号
等
」
と
い

う
。）の
使
用
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
申
請
等

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
を
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
か
ら
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
し
て
そ

の
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ
て

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
手
数
料
を
現
金
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報



５

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
識
別
番
号
の
入
力

及
び
生
体
認
証
符
号
等
の
使
用
を
要
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
識
別

番
号
を
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
か
ら
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
し
て

そ
の
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

６

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す

る
者
は
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
行
政
機
関
等
が
指
定
す
る
方

法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

行
政
機
関
等
か
ら
あ
ら
か
じ
め
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号

及
び
暗
証
番
号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

に
係
る
識
別
番
号
の
通
知
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
行
政
機
関
等
が
指
定
す
る
方
法

に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

行
政
機
関
等
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
通

知
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

７

行
政
機
関
等
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
等
に
係
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
又
は
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
に
係
る
識
別
番
号
を
付

し
、
こ
れ
ら
の
番
号
を
当
該
届
出
を
行
っ
た
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

行
政
機
関
等
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
付
し
、
こ
れ
ら

の
番
号
を
当
該
届
出
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

８

前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
事
項
そ
の
他
の
行
政
機
関
等
が

指
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
暗
証
番

号
を
変
更
す
る
と
き
又
は
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
行

政
機
関
等
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
識
別
番
号
及
び
暗
証
番

号
を
通
知
さ
れ
た
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
た
事
項
そ
の
他
の
行
政
機
関
等
が
指
定
す

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
暗
証
番
号
を
変

更
す
る
と
き
又
は
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
使

用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
行
政
機
関

等
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

第
六
条

法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

第
五
条

法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
署
名
を
行
い
、
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
等

一

電
子
署
名
を
行
い
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
等
と
併
せ
て
送

信
す
る
こ
と

（
新
設
）

二

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と

（
新
設
）

三

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
を
入
力
し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す

る
こ
と

（
新
設
）

四

前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
識
別
番
号
を
入
力

し
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す
る
こ
と

（
新
設
）

２

法
第
七
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知
等
に
記
録
さ

れ
た
情
報
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
が
行

わ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
電
子
証
明
書

を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通
知
等
に
記
録
さ

れ
た
情
報
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
が
行

わ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
電
子
証
明
書

を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
又
は
前
条
第
三
項
に
規

定
す
る
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
申

請
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
七
条

法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本

人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
当
該
申
請
等
が

行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
当
該

申
請
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認
め

る
場
合

三

申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う

か
を
対
面
に
よ
り
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
当

該
申
請
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
行
政
機
関
等
が
認

め
る
場
合

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
）

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
行
政
機
関
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受

け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当

該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接

続
し
た
際
に
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
付
与
さ
れ
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
常
に
稼
働
さ
せ
ら
れ
る
機
能

（
当
該
行
政
機
関
等
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
付
与
さ

れ
る
場
合
に
限
る
。）を
備
え
て
い
る
も
の
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と

す
る
。

（
新
設
）

（
処
分
通
知
等
の
入
力
事
項
等
）

（
処
分
通
知
等
の
入
力
事
項
等
）

第
九
条

（
削
る
）

第
六
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等

に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
処
分
通
知
等
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
べ
き

者
が
あ
ら
か
じ
め
書
面
等
に
よ
っ
て
処
分
通
知
等

を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
を
除
き
、
当
該
処

分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
行
政
機
関
等

は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を

申
し
出
た
と
き
に
限
り
、
当
該
処
分
通
知
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

行
政
機
関
等
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知

等
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等

に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
を
前
条
に
規

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
お
う
と
す
る
行
政
機

関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
つ
き
規
定
し
た
法

令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
る
事
項
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行

定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

か
ら
入
力
し
、
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
行
政
機
関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
が
電
子
署

名
を
要
す
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
入
力
す
る

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
情
報
と

併
せ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力

し
、
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機

関
等
は
、
当
該
処
分
通
知
等
が
電
子
署
名
を
要
す

る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署

名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
情
報
と
併
せ
て
当

該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第
十
条

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

（
新
設
）

一

第
八
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨

の
行
政
機
関
等
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

届
出

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に

よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
行
政
機

関
等
が
認
め
る
場
合

二

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の

原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と

行
政
機
関
等
が
認
め
る
場
合

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
縦
覧
等
の
方
法
）

（
縦
覧
等
の
方
法
）

第
十
二
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事

項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
行
政

機
関
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法

に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
項

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
行
政
機

関
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像

面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に

よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
作
成
等
の
方
法
）

（
作
成
等
の
方
法
）

第
十
三
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
又
は

記
載
さ
れ
た
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
す

る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

行
政
機
関
等
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
又
は
記

載
さ
れ
た
事
項
を
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
方

法
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

条
と
す
る
。

第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

（
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
労
働
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
を
削
る
。

第
五
条
の
四
第
二
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
五
条
の
三
と
す
る
。

（
最
低
賃
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」
を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
五
号
」
を
「
情
報
通
信

技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
三
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
号
」を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
改
め

る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
六
十
条

二

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
四
十
五
条

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚

生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

を「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三

二

じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
三
十
八
条

三

労
働
災
害
防
止
団
体
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
十
三
条

四

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
十

八
号
）
第
十
三
条

五

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
百
条
の
二

六

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
七
十
五
条

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

一

栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
二
十
条
第
二
項

二

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
第
七
条
第
三
項

三

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
第
七
条
第
三
項
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第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
技
術

利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係

る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
」
を
「
厚
生
労
働
省

の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
五
条
第
四
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」

を「「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
五
号
」
を
「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第

三
項
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
十
第
一
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」に
、「「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
」を「「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」に
、

「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
第
一
項
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」を「
情

報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
」
を
「
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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